２００８年２月定例県議会を終えて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００８年３月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本共産党　県議会議員　辻　恒雄

0８年度2月定例県議会は、２月20日開会され3月18日閉会しました。私の一般質問の機会はありませんでした。

【２月定例県議会・当初予算案等の特徴と問題点】
　

当初予算、7年連続減少。県民一人あたり67万円の借金

  県の2008年度当初予算案は一般会計9427億円（前年度当初比3.1％減）。７年連続の減少です。

  新年度末の県債残高は1兆9373億円と、一般会計当初予算案の約２倍になる見通しで、県民一人当たりの借金は、67万円余に達します。財源不足の補てんへ今回も財政調整基金を19億円取り崩し、残高はピーク時・91年のわずか1.2％の24億円です。財政難の原因には、地方交付税等の大幅削減がありますが、同時にマスコミも言う、国言いなりで進めた90年代後半からのムダな大型事業があります。

市町村合併から道州制をめざす。原油高対策は貸付のみ

　藤田雄山知事は所信表明で「全国に先駆けて市町村合併や県から市町への権限移譲を進め」と自賛し、「今後は将来の道州制を見据えた拠点性の向上」に努めると述べました。

  この方向にそって新年度予算案は「元気な広島県」を看板に、「新たな過疎対策」「人づくり」「中枢拠点性強化」を重点施策としました。

  「新たな過疎対策」に33億円をつけていますが、国とともに、全国の先頭を切って市町村合併を押しつけた県も、地域の衰退を放置できなくなったのでしょう。なかには歓迎すべきものもありますが、「地方の自立」が合言葉で、市町村合併が何をもたらしたかの検証はありません。いっそうの地方切り捨てにしかならない、「道州制」推進予算が増額されています。

　低所得者や中小企業向け原油高対策予算も組まれていますが、すべて貸し付けだけです。

大企業・ゼネコン奉仕、高速道路建設・港湾整備を推進
  財政難から公共事業費は削減されていますが、それでも土木費は民生費の1.4四倍です。

　広島高速道路事業に約68億円と関連街路事業に2億6000万円を計上。その内、住民や専門家が自然破壊、土砂災害、地盤沈下被害発生の恐れが強いと反対している、広島市東区二葉山にトンネルを掘る５号線には、約20億円を配分しています。将来の「道州制」を見据えた「中枢拠点性強化」策のなかに、高規格道路・中国横断道尾道松江線（県負担分）65億円、広島中央フライトロードに25億円、地域高規格道路・福山西環状道路に5億円、東広島高田道路に16億円、広島港整備80億円が予算配分されています。

　企業誘致促進助成・融資に68億円など、大企業向け予算が手厚く組まれています。

鞆港埋立・架橋の推進かわらず。白紙撤回すべき

  歴史的景観の破壊だと内外から批判が高まり、世界遺産登録をめざす百万人署名が取り組まれている福山市の鞆港埋め立て架橋計画にも、３億600万円をつけました。広島県は鞆港の埋立・架橋計画の実現の姿勢を崩していません。

　県は一方では免許権者。事業の妥当性を慎重に審査すべき立場と、明らかに矛盾します。この計画は白紙撤回すべきです。

職員リストラと県民への新たな負担増

  財源確保の柱の一つが職員の給与カットとリストラ。09年度までに警察官を除いて職員数を1700人、人件費139億円を減らす方針です。広島市に対する福祉医療費補助４億8000万円をカットし、県立社会福祉施設費は5600万円減です。

　04年度から毎年削減の私学振興補助金は、さらに２億400万円の減。県立広島大学運営交付金も約１億7000万円カットされます。農業では国の家族農業切り捨て方針を忠実にすすめる「集落法人化」支援事業に、６億7000万円をつけました。

  県立三次看護専門学校、県立農業技術大学校授業料値上げなど、使用料・手数料の改定・新設が33件、合わせて年7600万円の増収を見込んでいます。

 「競争意識をあおるだけ」と 県民から批判のある学力テスト（小学校五年、中学校二年、高校）予算が、引き続き組まれています。

県民の願いにそうものも

　　～広島市への福祉医療費削減（07年）、大規模林道建設は見送り～

  産科医など、深刻な医師不足解消をめざす市町支援制度が創設され、新年度からの３年間で、「市町振興基金」から５億円が拠出されます。廿日市市の細見谷渓畔林を含む大規模林道事業は、予算化されていません。「ひろしま若者しごと館」事業が拡充されます。広島市への福祉医療費補助削減は、07年度は見送りになりました。県民と日本共産党の運動の成果です。

　肝炎ウイルス検査・治療費助成事業やガン対策事業、児童虐待・発達障害児（者）支援事業などが新設され、地球温暖化対策事業がスタートします。

乳幼児医療費と国保の助成拡充を

　乳幼児医療費の来年度予算は約17億8128万円。今年度は約21億164万円なので３億2037万円の減額になります。その理由は、①広島市との合意で補助率が１/３になった②国の保険制度改定で08年4月から乳幼児医療費の助成が1割から2割になる、ためです。

　今年度の決算は23億2285万円、新年度で一部負担を無料とした場合の所要見込額は24億3220万円で、その差は約１億1千万円です。このくらいの金額ですから県は継ぎ足しをし、子育て支援のために完全無料にするべきです。

　国保の福祉医療波及増に伴う助成をしている都道府県の数は、15都府県。近隣では山口県が今年度3億271万円、岡山県が6892万円、島根県が4708万円の助成をしています。

　国保への独自の助成は、県の政治姿勢が表れている。せめてペナルティー分を県が助成するべきです。

県民本位、県民生活重視への切り替えを

  貧困と格差の拡大、原油高騰の県民生活への影響の広がりなどのもとで、「住民の安全、安心を守る」という地方自治体の役割の発揮が、ますます求められます。財政難解決には、国の悪政の転換が不可欠ですが、同時に県民の暮らしをはじめ、中小企業・農家の経営を励ますところに、その大道はあります。

  「元気な広島県」のためにも、「財政健全化」のためにも、県予算の軸足を、生活・営業重視に切り替えることが急務です。

【各議案に対する態度】
各案にたいする態度を以下のように決め、表決にのぞみました。
（□＝賛成、■＝反対、△＝棄権）
　予算17件、条例18件（新設3件、改正14件、廃止1件）、その他の議案16件、追補正予算14件、180条専決処分報告5件の合計70件です。

【一般、特別会計予算】

■県　第　１号議案　　平成２０年度広島県一般会計予算

　上記のように、問題点を明らかにしています。

□県　第　２号議案　　平成２０年度広島県証紙等特別会計予算

□県　第　３号議案　　平成２０年度広島県管理事務費特別会計予算

□県　第　４号議案　　平成２０年度広島県公共用地等取得事業特別会計予算

□県　第　５号議案　　平成２０年度広島県公債管理特別会計予算

□県　第　６号議案　　平成２０年度広島県母子・寡婦福祉資金特別会計予算

□県　第　７号議案　　平成２０年度広島県中小企業支援資金特別会計予算

□県　第　８号議案　　平成２０年度広島県農林水産振興資金特別会計予算

□県　第　９号議案　　平成２０年度広島県県営林事業費特別会計予算

■県　第１０号議案　　平成２０年度広島県港湾特別整備事業費特別会計予算

　広島港湾事業など無駄な大型公共事業が多いと指摘しています。

□県　第１１号議案　　平成２０年度広島県流域下水道事業費特別会計予算

□県　第１２号議案　　平成２０年度広島県県営住宅事業費特別会計予算

□県　第１３号議案　　平成２０年度広島県高等学校等奨学金特別会計予算

■県　第１４号議案　　平成２０年度広島県病院事業会計予算

　病院事業会計は瀬戸田病院と神石・高原病院の移管がすすめられていますが、自治体に政策医療を押付ける今の移管には反対であり、県立での存続を求めます。

■県　第１５号議案　　平成２０年度広島県工業用水道事業会計予算

　工業用水道事業会計は従来から反対しています。

■県　第１６号議案　　平成２０年度広島県土地造成事業会計予算

　近年、製造原価を割って販売し、かつ、企業の要望に応えて大宅盤に再造成もしています。まだ、売れ残りもあり、この事業は製造については十分な検討を要し、企業サイドの造成のあり方は見直すべきです。

□県　第１７号議案　　平成２０年度広島県水道用水供給事業会計予算

【条例案件】

□県　第１８号議案　　職員の自己啓発等休業に関する条例案

■県　第１９号議案　　広島県後期高齢者医療財政安定化基金条例案

　日本共産党はお年寄りから高額な保険料をあつめ、差別医療を持ち込む後期高齢者医療制度の創設そのものに反対の立場です。さらに、この条例案は保健料金の未納などにそなえ、制度を安定的に持続させるために、国、県、広域連合が１/3づつ出資し基金をつくるということですが、本来、国が全額負担するべきだと考えます。

□県　第２０号議案　　広島県立技術短期大学校設置及び管理条例案

□県　第２１号議案　　職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案

■県　第２２号議案　　広島県職員定数条例等の一部を改正する条例案

　県は07年度から3年間で1700人を上回る人員削減を計画・実行しています。来年度は知事部局職員240人、公営企業職員20人、県立高等学校等職員64人、市町立学校県費負担教職員128人の計452人の減です。

　不用不急でムダの多い大型開発事業である広島港湾事業、高速道路建設などは抜本的に見直し、福祉・教育など県民に必要な事業推進のために必要な人員は増員すべきです。大型開発事業の財源確保のために、人員を削減する県政運営には反対。

■県　第２３号議案　　広島県部設置条例の一部を改正する条例案

　「多様化する行政需要などに対応した重点的で効果的な行政を推進していくため、組織機構の再編整備を行うための改正」と説明されていますが、部局制の見直しは、小手先の手直しです。また、リストラを併せ持ち、本質は行政改革の一環なので、容認できません。

□県　第２４号議案　　広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部を改正する条例案

　現在の権限委譲は６５．７％。市町への権限委譲は住民に身近なサービスを地域で担うことになり、基本的には賛成だが、広島県の移譲進捗率は全国でもトップクラスで、「合併が一段落したばかりの市町には、仕事が増えるとの抵抗感もある」（中国新聞12月18日付）との指摘もあり、市町や住民の意見を十分に聞きながら進める必要があります。

■県　第２５号議案　　広島県手数料条例等の一部を改正する条例案

　広島県手数料条例の他、県立三次看護専門学校条例、県立病院使用料及び手数料条例、県立農業技術大学校設置及び管理条例の４条例の改正があがっています。日本共産党は公共サービスの手数料・利用料の値上げは、県民に新たな負担を生じさせるものであり基本的に反対の立場です。

　今回のなかでは、県立三次看護専門学校の料金値上げに特に反対です（入学試験手数料を3400円から4400円に、月額授業料を9000円から1万１千円にする）。

□県　第２６号議案　　公害紛争の処理に関する条例の一部を改正する条例案

■県　第２７号議案　　広島県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例の一部を改正する条例案

　「国民健康保険法の一部改正に伴い、市町に交付する広島県国民健康保険調整交付金のうち県普通調整交付金の基準額の基礎となる費用を改めるための改正」との説明です。国民健康保険の予算は全額、国庫負担で行うべきだと考えており反対。

□県　第２８号議案　　修学資金等の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例案

　中山間地の医師確保のために、医学生の奨学金制度をもっていますが、活用促進を図るため、対象者の変更や返還債務の免除範囲を拡大するなどの改正を行なうものであり賛成。

□県　第２９号議案　　広島県立障害者リハビリテーションセンター設置及び管理条例等の一部を改正する条例案

□県　第３０号議案　　広島県漁港管理条例の一部を改正する条例案

　豊島漁港に休憩所を整備することに伴い、当該施設の設備（シャワー）の使用料（200円）を定めるなどの改正です。この使用料は近隣の海水浴場施設を参考に定められたもので、県民の浜、桂浜の使用料と同額になっており、妥当だと考えます。

□県　第３１号議案　　広島県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案

□県　第３２号議案　　広島県社会教育振興基金条例の一部を改正する条例案

□県　第３３号議案　　広島県立高等学校等設置条例の一部を改正する条例案

□県　第３４号議案　　広島県個別労働関係紛争のあっせんに関する条例の一部を改正する条例案

　パート労働者が正社員との均等待遇を求めた場合、従来はあっせんのみでしたが、今改正で調停という手段で解決を図れるようになります。従来より前進的なものと容認できます。

□県　第３５号議案　　広島県農産物検査条例を廃止する条例案

【契約案件】

□県　第３６号議案　　工事請負契約の変更について

□県　第３７号議案　　工事請負契約の変更について

□県　第３８号議案　　工事請負契約の変更について

【財産の譲渡、貸付案件】

□県　第３９号議案　　財産の無償譲渡について

□県　第４０号議案　　財産の無償譲渡について

□県　第４１号議案　　財産の無償貸付けについて

■県　第４２号議案　　財産の無償貸付けについて

　県有財産（土地）を株式会社広島テクノプラザ施設用地として同社に無償貸付（継続）するものです。

本来なら、土地代についてはいつまでも無償貸付という形で提供するべきではなく、一定額の負担を株式会社テクノプラザに求めるべきであり、反対。

□県　第４３号議案　　損害賠償の額を定めることについて

【指定管理者の指定案件】

■県　第４４号議案　　公の施設の指定管理者の指定について

　広島県立大野寮の指定管理者が、引き続き「社会福祉法人・三篠会」になるというものです。障害者自立支援法成立以後、大野寮は運営が大変になっており、グループホームになる方針です。日本共産党は、大野寮の施設運営は、あくまでも本来県がやるものだと考えています。

■県　第４５号議案　　公の施設の指定管理者の指定について

　五日市漁港フィッシャリーナの指定管理者が、新しく「株式会社・ひろしま漁港管理センター」になります。数倍になった人がいるなど、利用者負担を大幅に増やしており、反対。

■県　第４６号議案　　漁港管理事務の事務委託に関する規約の変更の協議について

　第４５号議案との関わりで反対です。

■県　第４７号議案　　広島高速道路公社の定款の一部変更について

　広島高速道路事業のうち、5号線の建設事業は採算面、地盤沈下など住環境の悪化と住宅への被害発生、二葉山の貴重な自然破壊―など多くの問題を抱えており、反対。住民からも反対運動がおこっています。

■県　第４８号議案　　流域下水道の設置及び改築に要する費用の一部を受益市町に負担させることについて

　「流域下水道の設置及び改築に要する費用の一部として県が負担する費用に係る地方債の毎年度の元利償還金の18％相当額を県内各市町が負担する」との説明です。その市町の下水道料金の値上げに直結することが懸念されるので反対。

■県　第４９号議案　　広島空港整備事業費負担金の一部を県内各市町に負担させることについて

　「国が平成20年度に行う広島空港整備事業について、県負担額の20％相当額を県内各市町が負担する」という説明です。県が主導した広島空港整備事業費負担をを市町に押付けるものなので、反対。

□県　第５０号議案　　広島県東部運転免許センター整備事業における特定事業に係る契約の締結について

　東部運転免許センター整備そのものには賛成ですが、ＰＦＩ事業（民間活力の導入）で進めることは検証が必要です。条件付で賛成。

□県　第５１号議案　　包括外部監査契約の締結について

【補正予算案件】

■追県第　１号議案　　平成１９年度広島県一般会計補正予算（第５号）

　平成１９年度広島県一般会計補正予算は、原油高対策は貸付のみで福祉灯油制度が含まれず、私学助成の減少などがあり、反対です。

□追県第　２号議案　　平成１９年度広島県証紙等特別会計補正予算（第１号）

□追県第　３号議案　　平成１９年度広島県管理事務費特別会計補正予算（第１号）

□追県第　４号議案　　平成１９年度広島県公共用地等取得事業特別会計補正予算（第１号）

□追県第　５号議案　　平成１９年度広島県公債管理特別会計補正予算（第２号）

□追県第　６号議案　　平成１９年度広島県中小企業支援資金特別会計補正予算（第１号）

□追県第　７号議案　　平成１９年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正予算（第３号）

□追県第　８号議案　　平成１９年度広島県流域下水道事業費特別会計補正予算（第２号）

■追県第　９号議案　　平成１９年度広島県県営住宅事業費特別会計補正予算（第３号）

　県営住宅の予算そのものが少なく、反対です。住民のためにしっかり維持・管理するために、大幅な増額を求めます。

□追県第１０号議案　　平成１９年度広島県高等学校等奨学金特別会計補正予算（第１号）

□追県第１１号議案　　平成１９年度広島県病院事業会計補正予算（第３号）

□追県第１２号議案　　平成１９年度広島県工業用水道事業会計補正予算（第３号）

□追県第１３号議案　　平成１９年度広島県土地造成事業会計補正予算（第４号）

□追県第１４号議案　　平成１９年度広島県水道用水供給事業会計補正予算（第３号）

【報告案件】

□報　第　１号　　　　工事請負契約の変更について

□報　第　２号　　　　訴えの提起について

□報　第　３号　　　　訴えの提起について

□報　第　４号　　　　和解に応じることについて

□報　第　５号　　　　損害賠償額の決定について

【決議案】

■２０１６年オリンピック・パラリンピック競技大会の東京招致を支援する決議

　東京オリンピック招致計画は、日本共産党東京都議団の試算によれば、インフラ整備費だけでも７兆5000億円を超える巨額な事業費がかかるものです。オリンピックの名で、このような無駄遣いを強行するならば、税金を大手ゼネコンの食い物にするとの都民の批判は免れないと考えます。

【意見書】

□　在沖縄米軍海兵隊員による少女暴行事件等に関する意見書

■地方分権改革への国の真摯な取り組みを求める意見書

　来年度予算案で地方交付税の増額を要望するなど賛成すべき内容もありますが、「道州制に向けた試金石となるこれらの事務事業等について、国から地方へ権限を移譲し、国の関与を廃止・縮小する方向で、真摯な検討が行われる必要がある」とあるように、この意見書の全体が道州制に移行するよう求めているので、容認できません。

□離島航路の維持・活性化に関する意見書

　住民の要求、利益の実現のために必要な措置だと考えます。

□建築確認申請をめぐる混乱の早期解消を求める意見書

　指摘されている問題がおこっており、わが党も早急な解決を求めています。

　以上、各議案に対する賛否を明らかにしてきました。本会議場採決にあたり以下の態度をとりました。

●各案（平成20年度当初予算、県22、23、24、31号の各議案を除く）の一括採決に対して

　＝反対

　　　賛成するものも多くありますが、反対の議案もあり、政治的比重にかんがみ反対しました。
●県第22号議案、県第23号議案、県第24号議案、県第31号議案の４件の一括採決に対して

　＝反対

●平成20年度広島県当初予算の一括採決に対して

　＝反対

●県議第１号議案　広島県議会委員会条例の一部を改正する条例案の採決に対して

　＝賛成

●決議案の採決に対して

　＝反対

●意見書の採決に対して

　＝反対

　　　賛成が２つ、反対が１つです。政治的比重に鑑みて反対しました。
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